
越 監 公 表 第 ４ 号 

地方自治法第１９９条第７項の規定により、平成３０年２月に財政援助団体

監査を執行したので、同条第９項の規定により、その結果を次のとおり公表す

る。 

      平成３０年４月９日 

越谷市監査委員  井 上 茂 平 

越谷市監査委員  竹 岡 善 幸 

越谷市監査委員  金 井 直 樹 

越谷市監査委員  松 島 孝 夫
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財政援助団体監査結果報告書 

Ⅰ 監査の概要 

１ 監査の対象及び選定理由 

（１）監査の対象

保健医療部が所管する平成２８年度に交付された補助金のうち次のもの。

所 管 課  保健総務課

団 体 名 文教大学

       叡明高等学校

補助金名称  私立学校等結核予防費補助金

（２）選定理由

都市監査基準に基づいて実施するリスク・アプローチによる監査にあたり、過去

の財政援助団体監査の頻度を考慮し、平成２９年度の監査対象とした。

２ 監査の目的と範囲 

重要リスクに対する内部統制の整備状況及び運用状況等を監査し、その有効性を評価

するとともに、本件補助金に関する事務が法令及び規則等に準拠し、適正で効率的かつ

効果的に行われているかを、証憑書類等を突合するなどの監査手続を通じて検証するこ

とを目的とした。

補助金交付事務に関するリスクアセスメントの結果及び過去の監査結果等を踏まえ、

補助金交付手続及び事業実績報告の確認手続などについて主な監査の対象範囲とした。

３ 重要リスク及び監査の着眼点 

  監査の実施に当たり、重要リスク及び監査の着眼点を次のとおり設定した。

重要リスク 監査の着眼点

１ 必要性の乏しい補助金等の支

出が発生するリスク

（１）所管課事務関係

ア 補助金等の交付目的及び補助等対象事業の内容は明確か。

また、公益上の必要性は十分か。

イ 補助金等の額の算定、交付方法、時期、手続等は適正か。

ウ 精算報告書の内容は十分に確認が行われているか。

（２）団体事務関係

ア 補助金等交付申請書の提出及び補助金等の請求、受領は適

時に行われているか。

イ 補助金等に係る収支の会計経理は適正か。

２ 決裁の不備・誤りが発生する

リスク

ア 予算の執行は適正な権限者が行い、その手続は適正か。
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４ 監査の実施内容 

監査対象のうち所管課事務について、保健総務課に対し提出を求めた関係資料及び帳

簿、書類等により照合、審査し、事務手続や内部統制の整備状況及び運用状況について

は、関係職員から説明を聴取しつつ監査を実施した。また、団体事務について、団体に

対し提出を求めた決算書及び帳簿、書類等により照合、審査し、関係者から説明を聴取

しつつ監査を実施した。

《監査項目》

 （１） 所管課事務

① 交付申請収受手続

② 交付決定手続

③ 補助金支出手続

④ 事業実績報告書確認手続

 （２） 団体事務

① 補助金交付申請

② 事業実績報告

③ 決算

５ 監査の期間 

平成３０年１月１５日（月）から同年２月２０日（火）まで

Ⅱ 事務の概要 

１ 所管課事務の概要 

補助の目的及び内容  結核患者の発生の防止及び早期発見を図るため、私立学

校または社会福祉施設の長が『感染症の予防及び感染症の

患者に対する医療に関する法律（以下「感染症法」という。）』

に基づいて行う、定期健康診断に要する費用に対し補助金

を交付している。平成２８年度において、計１１団体に対

する当該補助金の交付額 1,010,000 円のうち、文教大学に

447,000 円、叡明高等学校に 188,000 円が交付されている。

補助金の算定基準 以下のうち最も少ない額に３分の２を乗じて得た額とし

ている。 

①補助対象経費の実支出額 

②補助単価 501 円（100 ㎜ミラーカメラによるⅩ線撮影）

に受診者数を乗じた額 

③定期健康診断の費用の総額から寄付金その他の収入を

控除した額 
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補助の要件 私立学校又は施設の設置者が、私立学校に入学した年度

の学生もしくは受診日に６５歳以上である施設入所者に対

して定期健康診断を実施し、その費用を支弁することを要

件としている。 

 ２ 団体事務の概要 

 （１）文教大学 

事業の内容 平成２８年度において、感染症法第５３条の２第１項の

規定に基づく定期健康診断を実施している。受診者数は、

１，３４１名であった。 

決算状況  文教大学は、補助単価 501 円に受診者数を乗じた額であ

る 671,841 円に対し、補助金として 447,000 円を受領して

いる。 

 （２）叡明高等学校 

事業の内容  平成２８年度において、感染症法第５３条の２第１項の

規定に基づく定期健康診断を実施している。受診者数は、

５６４名であった。 

決算状況  叡明高等学校は、補助単価 501 円に受診者数を乗じた額

である 282,564 円に対し、補助金として 188,000 円を受領

している。 

Ⅲ 監査の結果 

平成２８年度に保健医療部保健総務課が交付した本件補助金について監査したところ、

所管課における交付事務及び財政的援助を受けた団体の出納は、適正に処理されているも

のと認められた。 


